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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年12月7日(2017.12.7)

【公開番号】特開2016-129176(P2016-129176A)
【公開日】平成28年7月14日(2016.7.14)
【年通号数】公開・登録公報2016-042
【出願番号】特願2015-2997(P2015-2997)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/3065   (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/302    １０１Ｂ
   Ｈ０５Ｈ    1/46     　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   21/02     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月20日(2017.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被冷却部材と、
　冷却機構を有し、前記被冷却部材を冷却するクーリングプレートと、
　前記クーリングプレートの外周側にて前記被冷却部材を該クーリングプレートに支持さ
せるクランプと、を有し、
　前記クーリングプレートの前記被冷却部材と対向する面は、中央部が周縁部よりも前記
被冷却部材側に出っ張る球面形状を有し、
　前記被冷却部材の前記クーリングプレートと対向する面は所定の圧力以上で押圧されて
いる、冷却構造。
【請求項２】
　前記所定の圧力は、０．１ＭＰａである、
　請求項１に記載の冷却構造。
【請求項３】
　前記クーリングプレートの前記被冷却部材と対向する面は、規定の曲率半径を有する球
面状態である、
　請求項１又は２に記載の冷却構造。
【請求項４】
　前記被冷却部材の前記クーリングプレートと対向する面は、曲率半径が８４ｍ～１２０
ｍの球面形状である、
　請求項３に記載の冷却構造。
【請求項５】
　前記被冷却部材は電極であり、
　前記冷却構造は、基板にエッチング処理を実行する平行平板エッチング装置に搭載され
ている、
　請求項１～４のいずれか一項に記載の冷却構造。
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【請求項６】
　前記クーリングプレートと前記電極との間には、伝熱シートが挿入されている、
　請求項５に記載の冷却構造。
【請求項７】
　前記伝熱シートは、絶縁体で構成される、
　請求項６に記載の冷却構造。
【請求項８】
　前記電極の前記クーリングプレートと対向する面は、基板のエッチング処理前及びエッ
チング処理を所定時間実行した後において所定の圧力以上で押圧されている、
　請求項５～７のいずれか一項に記載の冷却構造。
【請求項９】
　基板がエッチング処理されるチャンバと、
　被冷却部材と、
　冷却機構を有し、前記被冷却部材を冷却するクーリングプレートと、
　前記被冷却部材を前記クーリングプレートに支持させるクランプと、を有し、
　前記クーリングプレートの前記被冷却部材と対向する面は、中央部が周縁部よりも前記
被冷却部材側に出っ張る球面形状を有し、
　前記被冷却部材の前記クーリングプレートと対向する面は所定の圧力以上で押圧されて
いる、平行平板エッチング装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　［クランプ力とトルクの適正化］
　本実施形態にかかる冷却構造２９ａのクーリングプレート３４の面３４ａの曲率半径Ｒ
は、８４ｍ～１２０ｍの範囲のいずれかの値である。本実施形態では、図３に示すように
ねじ４１の本数とクランプ４０による締め付け（クランプ力）により、クーリングプレー
ト３４の外周側にて天井電極板３３をクーリングプレート３４に密着させるためのトルク
が最適化される。これにより、天井電極板３３のクーリングプレート３４に対向する面３
３ａ内において０．１ＭＰａ以上の圧力が加わることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図２
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図２】
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